
土地区画整理法第７６条許可申請の流れ 
 
 
 
【市施行の場合】 
 
 

申請者 
 

  
 申請書および添付書類（各２部） 

※許可申請および意見書用 
 

許可通知書交付 
 

 
 

施行者および許可権者（市街地整備課） 
 

 
 
 
【市施行以外の場合】 
 
 

申請者 
 

 
 申請書および添付書類（各２部） 

※許可申請および意見書用 
 

 
 

 
 

施行者（土地区画整理組合等） 
 

許可通知書交付 
 

 
 申請書および添付書類（各１部） 

※意見書用 
 

 
 

 
 

許可権者（市街地整備課） 
 

 


